




④ 計測の正確さを確保する方法について

（ア） 上空が開けた場所でGNSS機器の電源を投入して、5分以上その場で待機すること。

（イ） GNSS機器は２ｍほどの高さに設置すること。

（ウ） 移動時は、受信データが安定したうえで計測を開始すること。

（エ） 計測時に捕捉する衛生数が10以上であること。

（オ） 計測時のPDOP値（位置精度低下率）が2以下となるよう努めること。

（カ） 一回の計測時間は5秒以上とすること。

⑤ 使用機器の承認について（林内での精度確認手順）

（ア）  伐採区域内にGNSS機器を移動する。

 ・空けた場所及び林道、作業道から20ｍ以上離れること

 ・樹冠が「うっ閉」していること

・立木から1.5ｍ以上の間隔を取ること

（イ） GNSS機器を固定する。

（ウ） 位置情報を同一点で30回程度取得する。

（エ） 位置情報は1分ごとに1回取得する。

（オ） 取得した位置情報をソフトウェアより確認する。

（カ） 位置データが最も離れた場所を2点抽出する。

（キ） （カ）で選択した位置情報の距離を計測する。

（ク） 計測した距離がおおよそ６ｍ以内であれば精度が確保されているものとみなす。

⑥ 伐採区域の位置情報の取得及び面積計測等について

（ア） 　面的複層伐等複数伐区がある時は、契約後に甲より提供する伐採区域のデータ

（シェープファイル、伐採区域ごとに付番した図面、面積集計したエクセル等）を基

に、GNSS受信機を用いた伐採区域の計測（位置情報の取得、取得した位置の現

地標示等）及び区域標示を実施すること。

　なお、１伐区あたりの上限面積が定められていることがあるため、予め監督職員へ確

認すること。

（イ） 位置情報を取得する箇所は、伐採区域の変化点（道との接点や谷・尾根など）とし、

最低でも伐採区域の主な頂点（４つ角）は取得すること。

（ウ） 現地計測の際に、林地の状況（岩石地、未立木地等）により、伐採区域から除外す

る必要があると判断する場合は、監督職員へ報告（事後含む）し、小班内除地とし

て扱い、その区域の計測及び区域標示を実施すること。

（エ） 計測した位置情報を基に、伐採方法別（皆伐・間伐等）に面積を算出すること。





１.支給材料及び貸与品について

・ 　調査に必要な材料については、署等において支給するので、仕様書等に基づき適正

な管理に努めること。

　なお、材料（貸与品）及び数量は下記、支給材料及び貸与品内訳表によるが、やむを

得ない事情の場合のみ追加を認める。

・ 　事業の完了、設計図書の変更等によって支給材料が不用となった時は、直ちに当該

支給材料を発注者へ返還すること。

・ 　支給材料の引渡しを受けたときは、支給材料受領書を提出すること。

品名
品質
（規格）

数量 使用場所 引渡場所 引渡時期 使用期間 備考

ナンバー
テープ

ピンクほか
0.15×20㎜×50㎜ 4巻

川鹿沢国有林243
い林小班ほか

中信森林管理署
甲の指定する

期日

引渡時期から
R8年10月31日

まで

特記仕様書

（支給材料等）

支給材料及び貸与品内訳表




